市有財産売却一般競争入札の公告

　市が所有する土地の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び輪島市財務規則(平成18年輪島市規則第41号)第88条第1項の規定により公告する。
　　令和8年7月10日
輪島市長　坂　口　　　茂

1 売却物件
  物件番号１
  土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市河井町五部41番25
	宅地
	61.01㎡


　　　最低売却価格　1,165,000円
物件番号2
　土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市河井町六部22番1
	宅地
	76.77㎡


最低売却価格　1,243,000円
物件番号3
　土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市河井町弐参部1番134
	宅地
	128.66㎡


最低売却価格　2,869,000円
物件番号4
  土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市鳳至町稲荷町144番7
	宅地
	211.57㎡


　　　最低売却価格　4,019,000円
物件番号5
  土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市鳳至町稲荷町126番1
	宅地
	223.00㎡


　　　最低売却価格　4,616,000円
物件番号6
  土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市山岸町へ16番4
	宅地
	124.00㎡


　　　最低売却価格　1,550,000円
物件番号7
  土地
	所在地番
	地目
	地積(公簿)

	輪島市山岸町へ16番5　
	宅地
	125.00㎡


　　　最低売却価格　1,562,000円
最低売却価格以上の価格で最も高い価格をもって入札した者が当該物件を取得できる。
2　一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、一般競争入札に参加することがで　きない。 
(1)　地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者
(2)　地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった日から起算して2年を経過しない者
(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団と密接な関係を有する者
(4)　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定による観察処分を受けた団体及びその関係者
(5)　地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する､公有財産に関する事務に従事する本市職員
(6)　第4項第1号に定める提出書類を提出する日までに納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していない者
(7)　市内に住民登録のない個人又は市内に本店・支店・事業所を有しない法人・団体等
3　用途制限
　売却物件は、次に掲げる用途で使用できない。
(1)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために使用するなど、公序良俗に反する用途に使用するもの
(2)　悪臭、騒音及び土壌汚染など、著しく環境を損なうと予想されるもの
(3)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の対象である不要物置場として使用するもの
(4)　公序良俗に反するもの
(5)　宗教的用途に供するもの
(6)　その他市長が適当でないと認めるもの
4　一般競争入札参加申請手続
(1)　提出書類
ア　入札参加申請書
イ　納税証明書(発行後3か月以内のもの)
　(ア)　国税　納税証明書その3の2(個人)

　納税証明書その3の3(法人)

(イ)　都道府県税　滞納がないことの証明(第2号の3様式)　　　　
　(ウ)　市町村税　市町村で発行されるもの(直近年度のもの)
ウ　申請者が個人の場合は、印鑑登録証明、住民票(本籍地､マイナンバー及び住民票コードの記載のないもの)､申請者の本籍地の市町村長が交付する身分証明書(証明書等は発行後3か月以内のもの)
エ　申請者が契約を締結する能力を有しない場合は、成年後見人等の同意書又は代理する旨を明示した書類
オ　申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び印鑑証明書(原本)
(証明書等は発行後3か月以内のもの)
カ　誓約書
(2)　提出期間　令和8年7月10日(金)から令和8年7月24日(金)までの平日の午前9時から午後5時まで

(3)　提出場所　輪島市二ツ屋町2字29番地　輪島市総務部監理課
5　入札参加者の決定の通知 
市長は、提出期間内に提出された入札参加申請書その他の提出書類を審査し、審査終了後参加資格の有無について、令和8年7月29日(水)までに申請者に通知する。 
6　入札及び開札の執行の場所及び日時 
(1)　場所　輪島市二ツ屋町2字29番地　輪島市役所新館1階打合せ室2
(2)　日時　令和8年8月4日(火)　午後1時30分から入札開始即時開札　　　　　　ただし、物件番号2以降の入札は、当該物件番号の一つ前の開札が終わり次第開始する。

7　入札書等の提出 

(1)　入札書は、別に定める郵便入札の封筒記載方法等を参照の上、開札日前日の午後5時までに配達証明付きの郵便又は直接持参する方法により輪島市総務部監理課へ提出すること。なお、直接持参する場合は、外封筒を省略することができる。
(2)　入札参加者は、市長が交付する入札書に必要事項をペン又はボールペンで記入し、押印すること。
(3)　入札金額は、算用数字で記入すること。
(4)　入札金額は、契約希望金額を記入すること。
(5)　入札書及び入札封筒に押印する印鑑は、入札参加申請書に押印した印鑑を使用すること。
(6)　一度提出された入札書は、その理由のいかんにかかわらず、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8　入札の延期又は中止
市長は、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができない場合は、　入札を延期し、又は中止することができる。この場合において、市長は、直ちにその旨を入札参加申請者に通知する。 
9　入札に関する無効事項 
(1)　入札行為に係るもの 
ア　入札参加資格者の資格を有しない者の入札
イ　電信による入札 
ウ　他の入札者の代理人を兼ねた者の入札 
エ　委任状を提出しない代理人の入札
オ　最低売却価格に達しない入札  
カ　その他入札に関する条件に違反した入札  
(2)　入札書に係るもの 
ア　市長が指定する入札書を用いていない入札書 
イ　入札金額若しくは記名又は押印のない入札書 
ウ　入札金額を訂正した入札書 
エ　提出した入札書に必要な記載事項が誤脱し、又は不明確な入札書 
　　オ　開札日前日の午後5時を過ぎて到達した入札書
　　カ　一つの内封筒に入れられた複数の入札書
10　開札
(1)　開札は、入札場所において、市長が指定する者を立ち会わせて開札を行う。
(2)　前号の場合において、入札者は、市長が指定する立会人に関する異議の申立てをすることはできない。
11　落札者の決定 
開札の結果、売却物件に定める最低売却価格以上のもので最も高い価格を提示した入札参加者を落札者とする。ただし、落札となるべき価格を入札した入札参加者が2人以上ある場合は、当該入札参加者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじを引くことができない場合は、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
12　売買契約の締結等
(1)　落札者は、入札の日から起算して5日以内(期間末日に当たる日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直後の平日までとする。)に売買契約を締結しなければならない。
(2)　前号に定める期限までに契約を締結しない場合は、落札者とする旨の決定を取り消すものとする。この場合において、当該落札者は、契約不履行の違約金に相当するものとして、落札金額の10パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下この号において同じ。)に、入札の日から起算して当該違約金を納入する日までの期間につき、当該落札金額の10パーセントに相当する額に年10パーセントの利率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を加算した額を納入しなければならない。
(3)　落札者とする旨の決定を取り消された者は、当該落札を行った日から起算して2年間、市長が実施するいかなる入札にも参加することができない。ただし、前号に定める違約金を納入したときは、この限りでない。
(4)　契約の締結に要する費用は、落札者の負担とする。
13　契約保証金及び売買契約金額の納付
(1)　落札者は、市長が発行する納入通知書により、市長が指定する金融機関の窓口において、売買契約を締結した日に、契約保証金として当該売買契約金額の10パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を納入し、売買契約を締結した日から起算して30日以内(期間末日に当たる日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直後の平日までとする。)に差額分を納入しなければならない。ただし、金融機関等から融資を受ける場合にあっては、融資証明書又は契約書の写しを提出し、市長が認めた場合は、その期限を延長することができる。

(2)　前号の規定により市長が期限を延長した場合においては、落札者は通帳等の融資金受取日が明示された書面の写しを市長に提出しなければならない。

(3)　第1号ただし書に定める期限は融資金受取日から7日以内(期間末日に当たる日が、土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直後の平日までとする。)とする。

(4)　落札者は、前号に定める期限までに差額分を納入しない場合は、契約は解除され、第1号に定める契約保証金は市に帰属することとなり、返還されない。
14　契約に付す条件
(1)　落札者は、売買契約締結の日から起算して10年間、当該売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供することができない。
(2)　落札者は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第4号まで及び第6号に規定する者の事務所又は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所等の用に供することができない。
(3)　落札者が売買契約締結の日から起算して10年以内に売買物件の所有権を第三者に移転する場合は、前2号に規定する条件は、当該第三者に引き継ぐものとする。この場合において、落札者は、当該第三者に書面をもってその旨を引き継がせなければならない。
(4)　前3号に規定する条件の履行状況を確認するため、落札者は、市長から登記簿謄本等の請求、実施調査の要求等があった場合は、速やかに応じなければならない。この場合において、落札者は、履行状況確認のための実施調査等に応じなかったときは、違約金として売買契約金額の10パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を支払わなければならない。
(5)　前4号に規定するもののほか、不動産売買契約書に定める事項を遵守しなければならない。
15　所有権の移転等
(1)　売買物件の所有権は、売買契約金額の納入が完了した場合に落札者に移転するものとする。
(2)　落札者は、前号の規定により当該物件の所有権が移転した後、速やかに市長に対して所有権の移転登記を請求するものとし、市長は、当該請求により速やかに所有権の移転登記を嘱託するものとする。
(3)　前号の所有権の移転登記に必要な費用は、落札者の負担とする。
16　契約の解除
市長は、契約者となる落札者が、正当な理由なく、売買契約に定める事項を履行しない場合、当該契約を解除するものとする。この場合において､契約者は当該売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
17　損害賠償
市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、契約者となる落札者が市に損害を与えたときは、当該損害に相当する金額を損害賠償金として当該落札者から徴収する。 
18　規定の適用
この公告に定めるもののほか、必要な事項は、輪島市財務規則及び輪島市財産の取得、管理及び処分に関する規則(平成18年輪島市規則第45号)並びに輪島市競争入札心得(平成18年輪島市告示第112号)の定めるところによる。  
19　入札結果の公開
落札者決定後に、当該事項の内容に関する問い合わせがあった場合は、落札者の氏名又は法人名及び契約金額について公開する。
20　その他
　(1)　提出された入札参加申請書その他の提出書類及び入札書は、入札の参加の有無又は落札の有無に関係なく入札参加申請者及び入札参加者に返還しない。
(2)　市は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の適用から除外されており、重要事項の説明、重要事項説明書の交付などは行わない。

(3)　市は、現況測量及び確定測量等の測量は行っていないので、測量を行う場合は、落札者の負担とする。

(4)　前号の測量により、公簿地積と実測地積に差が出ても契約金額の変更は行わない。

(5)　建物を建築するに当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)並びに石川県及び市の条例、規則その他の規程により、指導その他の措置を講ずる場合及び費用負担が必要となる場合がある。
(6)　売買契約締結後、売買物件の引渡しの日までの間において、災害その他市の責めに帰すことのできない事由により、売買物件に滅失、毀損等の損害を生じたときは、その損害は、落札者の負担とする。
(7)　落札者は、売買契約締結後、落札物件に種類、品質及び数量に関し売買契約書の内容に適合しない状態を発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(8)　売買物件の活用に当たっては、法令、条例、規則その他の規程を必ず遵守し、地域活性化の観点から、できる限り早期に活用するよう努めること。
21　問い合わせ先
　輪島市二ツ屋町2字29番地
　輪島市総務部監理課
　　電話　0768-23-1121
